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平成２７年２月 



Ｉ．地（知）の拠点整備事業（大学COC事業） 
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大学の責務＝教育・研究・社会貢献 

学校教育法 
第５２条 大学は、学術の中心とし

て、広く知識を授けるととも
に、深く専門の学芸を教授
研究し、知的、道徳的及び
応用的能力を展開させるこ
とを目的とする。  

 
教育基本法 
 
     

学校教育法 
第８３条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、

深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的
能力を展開させることを目的とする。 

② 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、そ
の成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄
与するものとする。  

 
教育基本法 
第７条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を

培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、
これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発
展に寄与するものとする。  

２   大学については、自主性、自律性その他の大学における
教育及び研究の特性が尊重されなければならない。     
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我が国が直面する課題と目指すべき大学像 

 急激な少子高齢化の進行、人口減少 
 生産年齢人口減少、経済規模の縮小 
 財政状況の悪化 
 グローバル化によるボーダレス化 
 新興国の台頭による国際競争の激化 
 地球規模で解決を要する問題の増加 
 地方の過疎化・都市の過密化の進行 
 社会的・経済的格差の拡大の懸念 
 産業構造、就業構造の変化 
 地域におけるケアサービス（医療・介護・保育等）の拡大  

【目指すべき新しい大学像】 
 学生がしっかり学び、自らの人生と社会の未来を主体的に切り拓く能力を培う大学 
 グローバル化の中で世界的な存在感を発揮する大学 
 世界的な研究成果やイノベーションを創出する大学 
 地域再生の核となる大学 
 生涯学習の拠点となる大学 
 社会の知的基盤としての役割を果たす大学 

【背 景】 
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第２期教育振興基本計画（平成２５年６月１４日閣議決定） 
教育基本法（平成18年法律第120号）第17条第１項に基づき政府が策定する教育振興に関する総合計画 

                                                                     【第２期計画期間：平成25年度から平成29年度までの５年間】 

教育行政の４つの基本的方向性 

１．社会を生き抜く力の養成 
２．未来への飛躍を実現する人材の養成 
３．学びのセーフティネットの構築 
４．絆づくりと活力あるコミュニティの形成 
  ～社会が人を育み、人が社会をつくる好循環～ 
 
  基本施策21  地域社会の中核となる高等教育機関（COC構想）の推進 

【基本的考え方】 
○  知的創造活動の拠点である大学等は、地域の中核的存在（Center of Community）である。これらの高等教育機関が有する 
  様々な資源を活用して、地域が直面している様々な課題解決に取り組むことにより、教育研究機能の向上に資するとともに、 
  地域の活性化にもつながることから、このような活動に対し、一層の支援を行う。 

【主な取組】 
21－1  COC構想を推進する高等教育機関への支援 
・  大学等は、教育研究を行うとともに、これらの成果を基にした公開講座の開催や産学官連携による産業振興、スポーツの 
  推進、防災や環境保全、地域医療・公衆衛生、健康増進、過疎対策など、社会や地域における様々な課題解決に取り組んで 
  おり、地域の再生・活性化に貢献している。 
    今後、地域の実情に応じて、学部学科や専門分野の枠を超えて、地域の高等教育機関が全学的に連携し、様々な資源を 
  活用しながら地域を志向した教育・研究・社会貢献活動を行うことを支援することで、解決困難な地域の諸課題に対して、 
  学生が課題解決に参画したりするなど、地域との相互交流を促進し、地域から信頼される地域コミュニティの中核的存在 
  （COC、Center of Community）としての機能強化を図る。 
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【採択状況】 

 
 

平成２５年度 平成２６年度 備考 

採択大学（件数） ５６大学（５２） ２６大学（２５） 計８２大学（７７） 

申請大学数 ３４２大学 ２４６大学 大学・短期大学・高専数１１９８校 
うち ４２４校（３５．４％）申請 
     ８２校（ ６．８％）採択 

予算額 ２３億円 ３４億円 

【概要】 
地域の自治体との連携を必須とし、 

地域と大学が相談し、解決が必要と考える課題に対し、 

カリキュラム改革等を通じて全学的に取り組む事業を支援     

地（知）の拠点整備事業 
平成25年度～（支援期間 ５年間） 
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１.小樽商科大学 
21.札幌市立大学 
⑨.稚内北星学園大学 

２.岩手大学 

３.宮城教育 
大学 

⑩.東北学院 
大学 

⑪.東北工業 
大学 

５.山形大学 
32.東北公益 

文科大学 
⑫.東北芸術 

工科大学 

６.福島大学 38.長岡大学 

７.宇都宮 
大学 

33.高崎商科 
大学 

⑬.共愛学園 
前橋国際 

大学 

34.東京国際大学 
⑭.十文字学園女子大学 ８.千葉大学 

46.聖徳大学 
 短期大学部 
⑮.千葉科学 

大学 

22.横浜市立 
大学 

24.山梨 
県立 
大学 

③.山梨 
大学 

11.信州大学 
40.松本大学 

23.富山県立 
大学 

12.岐阜大学 

41.名古屋学院大学 
42.中部大学 
⑯.日本福祉 

大学 
 

10.福井大学 

25.滋賀 
県立 
大学 

28.奈良 
県立 
大学 

47.和歌山信愛 
 女子短期大学 

14.鳥取大学 

17.香川大学 

18.高知大学 

30.長崎 
   県立 
   大学 

31.大分 
県立看護 
科学大学 
㉒.日本 
文理大学 

19.宮崎 
   大学 

20.琉球 
   大学 

４.秋田大学 

29.山口 
   県立 
   大学 

15.島根大学 
51.島根県立大学 
51.島根県立大学短期大学
部 

52.佐賀大学 
52.西九州大学 

16.広島大学 
45.広島修道大学 
48.広島商船高等専門学
校 

50.大阪府立大学 
50.大阪市立大学 

13.京都大学 
49.京都工芸繊維大学 
49.舞鶴工業高等専門学
校 
⑲.京都文教大学 

35.東海大学 
36.杏林大学 
37.芝浦工業大学 

26.神戸市看護大学 
27.兵庫県立大学 
43.園田学園女子大学 

９.金沢大学 
39.金沢工業大
学 

①.弘前大学 
㉔.八戸工業高等専門学校 

②.茨城 
大学 

⑤.熊本大学 
⑧.熊本県立 

大学 

⑥.鹿児島大学 

⑦.静岡県立大学 

⑰.皇學館大学 
⑱.四日市大学 

㉑.西日本 
工業 
大学 

44.吉備国際大学 
㉕.くらしき作陽大
学 
㉕.倉敷芸術科学大
学 

⑳.四国大学 

④.愛媛大学 
㉓.今治明徳短期大学 

地（知）の拠点整備事業 
都道府県別採択拠点 

◎採択件数：77件、大学数等：82（国立大学28大学、公立大学16大学、私立大学31大
学、公立短大１短大、私立短大３、国立高専３高専） 
（凡例） 
  青文字 ⇒ 国立（H25'採択：22大学､２高専、H26'採択：６大学､１高専） 
  緑文字 ⇒ 公立（H25'採択：14大学、１短大、H26'採択：２大学） 
  赤文字 ⇒ 私立（H25'採択：15大学､２短大、H26'採択：16大学､１短大） 
 

  注１…機関名にある付番が、丸なし番号はH25'採択、丸付き番号はH26'採択 
  注２…下線のある機関は共同申請  
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 平成25年度（52件校56校）及び26年度（25件26校）で77件82校を採択 



Ⅱ．地（知）の拠点大学による地方創生 
   ～COCからCOC＋へ～ 
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日本の将来人口動向 

（資料出所）国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」  

出典：まち・ひと・しごと創生長期ビジョン参考資料集 
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大学進学時における地方間人口移動 

○ 地方と都市の間を人が移動する機会は、「大学等への入学」、「最初の就職」、「40代ごろの転職・再出発」
、「定年」の４つがあるとされている。「人の流れ」を変えるためには、これらを地方に人を呼び込む好機とし
てとらえるとともに、さらにこの４つ以外にも移動の機会を増やしていく努力が重要である。（日本創成会議・
人口減少問題検討分科会「ストップ少子化・地方元気戦略」より） 

色 学部定員／人口比率 

  100%以上 

  50%以上100%未満 

  40%以上50％未満 

  30%以上40％未満 

  20%以上30%未満 

  0%以上20%未満 

都道府県別「学部定員・人口比率」（平成25年度） 

学部定員・人口比率 ＝ 都道府県別入学定員 
            都道府県別18歳人口 

大学進学時の都道府県別流入・流出率（平成25年度） 

※文部科学省調べ。 

「学部定員・人口比率」が低い県では、大学進学時に流出超過の状態となっている。 

※大学院大学、募集停止校を除く。 
※キャンパスが複数の県にまたがる場合は、入学時のキャンパ 
 ス所在県の定員に計上している。    ※文部科学省調べ 

流入超過：１０都府県 
(京都府、東京都、神奈川県、 
 大阪府、福岡県、滋賀県、 
 愛知県、宮城県、石川県、 
 岡山県) 
 

流出超過：37道県 
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「20～24歳」における都道府県間人口移動 

○ 就職や進学等を機に４１道府県の若者が県外に流出（平成25年間） 

総務省統計局情報より作成 
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20-24歳都道府県間転入超過数 都道府県間転入超過数 20-24歳を除く都道府県転入超過者数 

-10,000 

-5,000 

0 

-5,000 

15,000 

5,000 

45,000 

70,000 

「20～24歳」 
流入超過：６都府県 
(東京都、神奈川県、大阪府、 
 愛知県、千葉県、埼玉県) 
 

流出超過：41道府県 
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○ 地方からの人口流出は、大学等進学時と大学等卒業後の最初の就職時という２つの時点において顕著。 

○ 特に大学等卒業後の地方定住を促進するためには、在学中から授業等を通じて地域との関わりを深める取組や、大
学等の卒業生が地方に定住して働く雇用を創出する必要があるが、必ずしも十分な成果に至っていない。 

１．人口減少克服に向けて解決すべき現状の課題 

➀ 地方公共団体と地元産業界が協力し、学生の奨学金返還を支援するための基金を造成 
・将来の地域産業の担い手として地方公共団体が指定する分野へ進学した学生に対し、文科省（(独)日本学生支援機構）が無利子

奨学金の優先枠（地方創生枠(仮称)）を設けるなど一定の優遇措置を実施 

・地元就職者等に対し、地方公共団体と地元産業界で造成する基金から奨学金返還の際に一定の給付を実施（基金造成に つい
て特別交付税措置） 

➁ 地方公共団体と大学等が具体的な数値目標(※)を掲げた｢協定｣を締結し､連携して雇用創出･若者定着の取組を実施   

・総務省は地方公共団体の取組に対して特別交付税措置により支援 

・文部科学省は大学等の取組に対して補助事業により支援 

  ※ ●●大学卒業生の県内就職率 ○％アップ、共同研究に基づく新事業による雇用創出 ○人 など 
 

３．地方公共団体と大学等との連携による雇用創出・若者定着に向けた取組の促進 

○ 地方の人口減少を克服していくため、地方公共団体と大学等が連携し、人口の東京一極集中が顕著となる上記２
時点に焦点を当て、学生が地域に残るための重点的な取組を進めることが必要。具体的には、各地方が実情を踏ま
えた創意工夫を発揮しながら、以下の方向性に沿った対策を講じていくことが求められている。 
 

 
 

 
 
○ 同時に、地方への定住の流れを継続させるためには、大学等と地域の関わりを強化し、大学等が有する専門知識

を活かした産業振興・雇用創出等を図る対策を併せて実施することが必要。 

２．自律的・持続的な社会創生に向けて地方が取り組むべき対策の方向性 

≫ より多くの地方の若者が、地方大学等へ進学 
≫ 地方大学等を卒業したより多くの若者が、就職時に地元企業等を選択 
≫ 都市部の大学等に進学した若者も、就職時に地方へ環流 

地方大学を活用した雇用創出・若者定着 総 務 省 
文 部 科 学 省 
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平成２７年度予定額 ４４億円[新規]（旧ＣＯＣ事業平成２６年度予算額 ３４億円） 

地（知）の拠点大学による地方創生推進事業 ～地（知）の拠点ＣＯＣプラス  ～ 

 人口減少を契機に、『人口減少が地域経済の縮小を呼び、地域経済の縮小が人口減少を加速させ
る』という負のスパイラルに陥ることが危惧されている。 
 地方／東京の経済格差拡大が、東京への一極集中と若者の地方からの流出を招いている。特に、
地方圏から東京圏への転入超過は、大学入学時及び大学卒業・就職時の若い世代に集中。 

【事業概要】 
 … 地域の自治体や中小企業等と協働し、地域の雇用創出や学卒者の地元定着率の
向上に関する計画を策定（自治体の教育振興基本計画等へ事業期間中に反映） 

 …  地方の大学や自治体・中小企業等と協働し、地方の魅力の向上に資する計画を策
定（協働する自治体の施策等へ事業期間中に反映） 

○ ＣＯＣ事業の要件を満たした大学が、地域と協働し、地域を担う人材育成計画を実現するため
の教育改革を実行 

○ ＣＯＣ推進コーディネーターを活用し、都道府県内の他大学や自治体、企業等の連携先（事業
協働機関）を拡大 

【背 景 ・ 課 題】 

【支援内容】 
 地域活性化政策を担う自治体、人材を受け入れる地域の企業や地域活性化を目的に活動するＮ
ＰＯや民間団体等と協働して、地方を担う人材育成に取り組む大学がCOC推進コーディネーター
の活用等により、地方創生を推進・拡大する取組を支援。 

 ⇒ 事業協働機関が設定した目標達成のため、大学力（教育・研究・社会貢献）を結集 
 ※ ＣＯＣ大学は事業協働機関に参加することが事業継続の条件 

以下の要件を満たした上で、大学の教育・研究・社会貢
献機能（シーズ）と地域課題（ニーズ）をマッチング 

【ＣＯＣからＣＯＣ  へ】 

自 治 体 

自 治 体 

①全学的な取組としての位置付けを明確化 、②大学の教育
研究と一体となった取組、 ③大学と自治体が組織的・実質的
に協力、 ④これまでの地域との連携の実績、 ⑤自治体から
の支援の徹底 -マッチングファンド方式- 

【成 果】 
・事業協働地域における雇用創出 
・事業協働地域への就職率向上 

若年層人口の東京一極集中の解消 

地 方 の 大 学 

東京等の大学 

Ｄ大学 

Ｅ大学 

民間団体 

自 治 体 

自 治 体 

企 業 

Ｎ Ｐ Ｏ 

Ａ大学 

企 業 

Ｂ大学 Ｃ大学 

コーディネーター 

コーディネーター 

コーディネーター 

 

・事業協働機関による教育プ
ログラムや就職率向上プラ
ン策定のコーディネート 

・ＣＯＣ事業成果の連携大学
等への普及 

・地方創生事業連携先の開
拓 

・他県のＣＯＣコーディネー
ターと協働で全国的なネッ
トワークの構築  等 

ＣＯＣ推進コーディネーター ：事業協働地域 
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ＣＯＣ               ＣＯＣ＋ 
（目的） 
（支援対象）      → 
（予算） 
（成果目標・実績） 

事業名称 地（知）の拠点整備事業（大学ＣＯＣ事業） 地（知）の拠点大学による地方創生推進事業 

事業目的 地域のニーズと大学のシーズ（教育・研
究・社会貢献）のマッチングによる地域課
題の解決 

地方の大学群と、地域の自治体・企業やＮＰＯ、
民間団体等が協働し、地域産業を自ら生み出す
人材など地域を担う人材育成を推進 

最終目標 地域再生・活性化の核となる大学の形成 若年層人口の東京一極集中の解消 

申請要件 ①全学的な取組としての位置付けを明確化 
 （学則等の位置付けなど） 
②大学の教育研究と一体となった取組 
 （全学生が在学中に一科目は地域志向科目を履修） 
③大学と自治体が組織的・実質的に協力 
④これまでの地域との連携の実績 
⑤自治体からの支援の徹底-マッチングファンド
方式- 

大学ＣＯＣ事業の要件に以下を追加 
 ⑥自治体の教育振興基本計画や申請内容に係

る自治体の基本計画等への申請大学の役割
の記載 

 ⑦地域の複数大学、中小企業やベンチャー企
業、ＮＰＯ等との連携 

成果指標 取組に対する連携自治体の評価 連携自治体にある企業等への就職率・雇用創出
数 
取組に対する連携自治体及び中小企業等の評価 

予算 平成26年度 34億円 
平成25年度 23億円 

平成27年度予定額   ４４億円 

大学を「地（知）の拠点（ＣＯＣ）」へ 
Center of Community 
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